
支給対象（申請不要）
a

（１）児童扶養手当受給者
a

令和5年5月22日（月）以降に
順次支給します

令和3年中の収入が、児童扶養手当
の所得制限限度額に相当する収入
基準額未満である

令和5年度志木市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
（ひとり親世帯分）

食費等の物価高騰の影響で家計が
急変し、令和５年１月以降の任意
の1か月における収入見込み額が、
児童扶養手当の所得制限限度額に
相当する収入基準額未満である

令和５年３月分または４月分の
児童扶養手当を受給している

支給対象（要申請 ※１）

（２）公的年金等受給者

※１ 申請後に審査を実施し、支給の有無を決定します。

支給対象外 支給対象外
支給対象（要申請 ※１）

（３）家計急変者

公的年金の受給がある


